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令和４年度第１回尾張旭市児童館運営委員会会議録 

 

１ 開催日時 

  令和４年１０月２６日（水） 

  開会 午前１０時００分 

  閉会 午前１１時００分 

２ 開催場所 

  尾張旭市役所 ２０１会議室 

３ 出席委員 

  渡辺有子、佐伯麻里、梶川喜和子、長谷川環、東海林肇、加藤隆幸、 

  佐藤英美、平松奈美子  ８名 

４ 欠席委員 

  平山惠美子、山田英津子、郡卓馬  ３名 

５ 傍聴者数 

  なし 

６ 出席した事務局職員 

  こども子育て部長 松原芳宣、こども課長 西尾頼子、 

こども課主幹 竹中美喜、こども課課長補佐 久野善之、 

こども課こども係主事 小坂由紀 

７ 議題等 

 ⑴ 委員長等の選出について 

 ⑵ 令和３年度の実績報告について 

 ⑶ 令和４年度の事業実施状況等について 

 ⑷ じどうかんフェスについて 

 ⑸ その他 

８ 配布資料 

 ・ 令和４年度第１回尾張旭市児童館運営委員会次第 

 ・ 令和４年度尾張旭市児童館運営委員会委員名簿 

 ・ 令和３年度の実績報告について・・・資料１ 

 ・ 令和４年度の事業実施状況等について・・・資料２ 

 ・ じどうかんフェスについて・・・資料３ 

 ・ 令和４年度第１回尾張旭市児童館運営委員会座席表 

 ・ 尾張旭市児童厚生施設の管理運営に関する規則（抜粋）・・・参考資料 
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９ 会議の要旨 

（発言者） （発言内容） 

事務局 

（課長補佐） 

 定刻となりましたので、令和４年度第１回尾張旭市児童館運営

委員会を開会いたします。 

 本日は、委員改選後初の会議のため、委員長選出までの間、事

務局が進行を務めてまいります。 

 会議の前に、本日欠席の委員について報告いたします。尾張旭

市児童委員民生委員連絡協議会の平山惠美子委員、山田英津子委

員、小中学校ＰＴＡ連絡協議会の郡卓馬委員から欠席の連絡があ

りました。 

 本日の出席委員は１１名中８名で過半数の出席があり、尾張旭

市児童厚生施設の管理運営に関する規則第８条の規定による定

足数に達しており、当会議は有効に成立しております。 

 なお、当会議は公開で行い、傍聴席を設けておりますが、本日

の傍聴者はありません。また、会議終了後は会議録をまとめ、市

ホームページで公表いたします。 

 開会にあたり、こども子育て部長の松原からあいさつを申し上

げます。 

事務局 

（こども子育て部長） 
（あいさつ） 

事務局 

（課長補佐） 

委員改選後初の会となりますので、委員からの自己紹介をお願

いします。渡辺委員から委員名簿の順番にお願いします。 

各委員 （自己紹介） 

事務局 

（課長補佐） 
 続きまして、事務局職員からも自己紹介をいたします。 

各事務局職員 （自己紹介） 

事務局 

（課長補佐） 

 議題に移ります。次第の２議題の（１）委員長等の選出につい

てです。進行は事務局で行います。 

 規則第７条第１項の規定により、「委員会には委員長及び副委

員長を置き、委員の互選によりこれを定める。」こととなってお

ります。委員長、副委員長の選出について、ご発言はございませ

んでしょうか。 

梶川委員  委員改選前には、委員長を校長会の校長先生、副委員長を民生

児童委員協議会の児童福祉部会長が務めておられました。これに

倣い、委員長を小中学校校長会の長谷川環委員に、副委員長を民

生委員児童委員連絡協議会・児童福祉部会長の平山惠美子委員に

お願いしてはいかがでしょうか。 

事務局  ただ今、梶川委員より発言がありました。委員長を長谷川環委
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（課長補佐） 員に、副委員長を平山惠美子委員にお願いしてはとのことです

が、いかがでしょうか。 

委員 （異議なし） 

事務局 

（課長補佐） 

 異議なしで、委員長を長谷川委員に、副委員長を平山委員にお

願いしたいと思います。平山委員につきましては、本日欠席のた

め、会議後に事務局から連絡いたします。 

 ただ今、委員長が選出されました。長谷川委員は委員長席へ移

動をお願いいたします。 

 尾張旭市児童厚生施設の管理運営に関する規則第７条第２項

の規定により、委員長が議長を務めますので、この後の進行を委

員長にお願いいたします。 

長谷川委員長  規定により、会議の議事進行を務めます委員長の長谷川です。

よろしくお願いいたします。 

 行き届かない点もあるかと思いますが、忌憚のないご意見・ご

協力をお願いいたします。 

 それでは、議題（２）の令和３年度の実績報告について、事務

局より説明お願いします。 

事務局 

（こども係主事） 
（議題（１）について資料１より説明） 

長谷川委員長  ただ今の事務局からの説明について、質問・意見があれば発言

をお願いします。 

委員 （意見なし） 

長谷川委員長  次に、議題（３）の令和４年度の事業実施状況等について、事

務局から説明をお願いします。 

事務局 

（こども課主幹） 
（議題（３）について資料２より説明） 

長谷川委員長  ただ今の事務局からの説明について、質問・意見があれば発言

をお願いします。 

委員 （意見なし） 

長谷川委員長  次に、議題（４）のじどうかんフェスについて、事務局から説

明をお願いします。 

事務局 

（こども課主幹） 
（議題（４）について資料３より説明） 

長谷川委員長  ただ今の事務局からの説明について、質問・意見があれば発言

をお願いします。 

委員 （意見なし） 

長谷川委員長  次に、議題（５）のその他について、事務局からお願いします。 
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事務局 

（課長補佐） 

 今後の会議開催予定についてお知らせします。 

本年度中の開催予定はありません。次回は来年度の同時期の開

催を考えております。 

長谷川委員長  事務局から今後の予定についてお知らせがありました。他に委

員の皆様から何かありましたら発言をお願いします。 

平松委員  私は各小学校区の児童館が、子ども達が歩いていける安心でき

る場所、子育て中の親が気軽に立ち寄れる場所と認識され、親同

士の交流の場や悩みを聞いてくれる場、心の拠り所になることを

期待し、児童館運営委員の公募に応募しました。 

 今、不登校児童が増えています。学校は行けないけど児童館は

行けるので、児童館でも不登校などの相談ができればいいなとい

う話を保護者からお聞きしました。 

様々な相談はありますが、保護者に多くの選択肢を持ってもら

うことで救うことができるものもあると思います。 

児童館にはその力があると思いますので、そうした相談ができ

ればと願うものです。 

長谷川委員長  児童館に相談の場を、というご意見です。ただ今の意見につい

て、事務局から回答があればお願いします。 

事務局 

（こども課主幹） 

 児童館には保育士、児童厚生員を配置しており、保護者からの

相談に対応できる体制をとっております。 

午前中は幼児親子の来館が多くあり、そこでは保護者からの相

談にも対応しております。同じような形で児童についての相談も

お聞きしますし、他部署への橋渡しなどの支援もできると思いま

す。相談事があるという保護者がおられましたら、是非児童館に

お越しくださいとお声がけをいただければと思います。 

 また、不登校児童が児童館に遊び来るということは実際ありま

す。児童館で他の児童と遊ぶことを通して、少しずつ学校生活に

戻れることもあると思います。学校とも連携していきたいと考え

ております。 

 一人ひとりに合った支援が必要だと考えております。地域の

方々、学校、児童館等で連携していけるよう努力してまいります。 

長谷川委員長  私が校長を務める学校の例になりますが、気になる子どもにつ

いては、様々な関係先と相談・連携することがあります。 

以前、児童館のポストに「クラスでいじめのような状況があり

心配です」という内容の手紙が入っていたことがありました。そ

のことを児童館長から連絡していただき、学校でも対応を行った

ということもあります。 

子どもにより相談できる場所は違うとは思いますが、児童館も
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相談できる場所だということが広がっていけばと思います。 

その他、委員からのご発言があればお願いします。 

加藤委員  毎年実施していた、児童館のもちつき大会がコロナの影響で開

催されていないとのことでしたが、もちつき大会は地域のボラン

ティアなども参加し非常に盛り上がる行事であったと思います。 

道具も児童館に揃っており、開催と望んでいる方もあると思い

ますが、もちつき大会、又は、それに代わるような人が集まるこ

とができる行事は考えていますか。 

事務局 

（こども課主幹） 

 もちつき大会は、飲食を伴い、感染リスクが高い行事として開

催を見送ってまいりました。 

 コロナ禍の行事として、こどもまつりなどを年４回の「じどう

かんフェス」に再編成しましたが、そのうち１回はもちつき大会

に代わる行事として設定したものです。 

「もちつき」という昔からの伝統は絶やしたくないと考えてお

り、１２月のじどうかんフェスやその前後に、児童館に臼や杵な

どの道具を展示したり、おもちの作り方を掲示することなどで

「もちつき」が引き継がれていくよう全児童館で取り組んでおり

ます。 

 実際に「おもちをついて」、「食べて」という体験が一番いい形

であると各地域のみらい子育てネットの会員さんなどとも話し

てはおりますが、感染症のことがどうなっていくのかを見極める

ことは難しいところです。 

 児童館としては、子どもたちに楽しい場も提供でき、地域の

方々も大変楽しみにしていただいていた、もちつき大会は「地域

の中の児童館」がよく見える行事であったと思っております。 

 コロナ禍前のような状況が戻ってくることを待ち望んでいる

ところですが、以前と全く同じようにということは厳しい状況で

もあると感じております。 

加藤委員  難しいですよね。地域も盛り上がり、子どもたちも楽しみにし

ていると思いますので、早く復活できるといいですね。 

事務局 

（こども課主幹） 

 辞める決断はすぐ出来ますが、児童館は可能な限り何らかの方

向を探すという考え方で運営をしていきます。 

長谷川委員長  ありがとうございました。他に何かございますでしょうか。 

委員 （意見なし） 

長谷川委員長  本日予定しておりました議題は全て終了いたしました。 

 議事進行にご協力いただき、ありがとうございました。 

 これをもちまして、令和４年度第１回尾張旭市児童館運営委員

会を閉会いたします。ありがとうございました。 
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